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日野町病児・病後児保育のご案内
　病児・病後児保育について、令和 6年度から日野町在住の人は日野病院のほかに、米子市内にある病児保
育施設を利用できるようになりました。
　新たに利用できる米子市内の病児保育施設は、次の 3施設です。利用希望の方は直接電話をしてください。

●病児看護センターベアーズデイサービス （米子市榎原 1889-6） 電話：0859-26-5599
●病児保育室ペンギンハウス （米子市西福原 9丁目 16-26

ファミリークリニックせぐち小児科内）
電話：0859-38-0780

●病児保育かるがも （米子市両三柳 1880博愛病院敷地内） 電話：0859-29-1115

利用方法について
　初回利用の際は、利用登録が必要となります。申請書など、利用の際に必要な書類については、
各施設のホームページまたは電話にて確認してください。（ホームページからダウンロードできます）

ベアーズQR ペンギンハウスQR かるがもQR

対象乳幼児・児童
保育所（6カ月～）、学校（1年生から6年生）に
通っている乳幼児および児童利用料の支払いについて

各施設 1日 2,500 円。おむつや布団の貸し出し等を行う場合は、別途費用加算。

【問合せ先】町教育委員会事務局（電話72-2107）

対象者 / 次の条件をすべて満たす人
①町内に住所を有し、県内の高等学校等へ通学し
ている生徒
② JR や路線バス（町営バス含む）の通学定期券
を利用している生徒
助成額 / ▼月額 6,000 円を超える額
▼日野高校に通う生徒は、月額1,500円を超える額
必要書類 / ▼申請書▼使用済みの定期券または定
期券の写し▼在学証明書または生徒手帳の写し
申請期間 / 令和 7年 3月 31日まで
※定期券 1枚ごとの申請、複数枚まとめての申請
どちらでも可

高校生の学びをサポート 町では、ふるさとを愛し将来を担う人材を育てようと、次の
ような助成制度を設けています。ぜひ、ご活用ください。

対象者 / 町内に住所を有し、高等学校等へ通学し
ている生徒
※高等学校（定時制、通信制含む）、高等専門学校、特
別支援高等部の第1学年から第3学年および専修学校
の高等課程に在学する生徒が対象。入寮などで、一時
的に町外へ住所を移している場合も対象。
助成額 / 年額 25,000 円
※町へ転入した日が 5月1日以降の場合は、月数に応
じて減額給付
必要書類 / ▼申請書▼在学証明書
申請期間 /令和 7年 1月 31日まで
その他 / 奨学金給付を受けることで、通学費助成
が受けられなくなることはありません。

申請方法 /
申請書は町教育委員会事務局または黒坂支所で受け取るか、役場ホームページからダウンロードできます。
申請は、必要書類を町教育委員会事務局または黒坂支所まで持参するか、郵送してください。

【問合せ先】町教育委員会事務局（電話72-2107）

●通学費助成 ●奨学金給付

　事前に、利用する施設が指定する医療機関の
診察が必要です。
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区　分 土地の使い方と面積 固定資産税

住宅用地
小規模住宅用地

住宅やアパートの敷地
200 ㎡以下 価格× 1/6 ×税率

一般住宅用地 200 ㎡超え 価格× 1/3 ×税率

非住宅用地 空き地や店舗、事務所などの敷地 価格×税率

　住宅を壊した場合、その住宅分の税金はなくなりますが、土地の税金はもとに戻る（上がる）ことになりま
すので、固定資産税が上がることもあります。なお、住宅用地の特例には申告が必要となります。

♦家屋（車庫や物置なども含む）を取り壊したり、新築・増築をした場合、町への届け出が必要です。
　また、土地の利用状況などに変更（例：畑の一部を駐車場に利用など）がある場合も同様に届け出が必要です。
該当する場合は必ず下記担当へご連絡ください。届け出がないと、誤った固定資産税が賦課される場合があり
ますので、必ず届け出をしてください。

不明な点やわからない点があれば、下記まで問い合わせをお願いします。

【問合せ先】役場住民課　固定資産税担当（電話 72-0333）

【住宅用地の特例】

　住宅が建っている土地は、建物がない土地や、店舗・事務所などの
建っている土地に比べ税金が安くなっています。

住宅用地の特例、家屋・土地の異動に関する届け出について
5 月は、固定資産税第 1期分の
納期月です。
早めに納付しましょう。


